
景
品
表
示
法
に
つ
い
て（
１
）

　
今
回
か
ら
２
回
に
わ
た
り
、
景
品

表
示
法
（
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表

示
防
止
法
）
に
つ
き
、
ご
説
明
し
ま

す
。

１　
法
の
目
的

　
誇
大
広
告
や
虚
偽
表
示
、
あ
る
い

は
過
大
な
景
品
提
供
に
よ
っ
て
顧
客

を
誘
引
す
る
こ
と
は
、
公
正
な
競
争

の
ル
ー
ル
に
反
し
、
消
費
者
の
商
品

選
択
を
ゆ
が
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

か
か
る
行
為
は
独
禁
法
に
い
う

「
不
公
正
な
取
引
方
法
」
の
一
類
型

に
該
当
し
ま
す
が
、
こ
れ
を
防
止
す

る
た
め
に
独
禁
法
の
特
例
と
し
て
制

定
さ
れ
た
の
が
、
景
表
法
で
す
。

２　
景
品
の
規
制

　
こ
こ
で
「
景
品
類
」
と
は
、
顧
客

を
誘
引
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、

事
業
者
が
自
己
の
供
給
す
る
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
の
取
引
に
附
随
し
て
相
手

方
に
提
供
す
る
物
品
、
金
銭
そ
の
他

の
経
済
上
の
利
益
を
い
い
ま
す
。
値

引
き
や
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
は
除
か

れ
て
い
ま
す
。

　
景
品
類
を
提
供
す
る
方
法
に
よ
り
、

一
般
懸
賞
、
共
同
懸
賞
、
総
付
（
そ

う
づ
け
）
景
品
、
オ
ー
プ
ン
懸
賞
に

分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
規
制
が

決
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

一
般
懸
賞
・
共
同
懸
賞

　
「
懸
賞
」
と
い
う
の
は
、
取
引
に

附
随
し
て
、
く
じ
そ
の
他
偶
然
性
を

利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
景
品
類

の
提
供
の
相
手
方
又
は
提
供
す
る
景

品
類
を
定
め
る
方
法
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。「
共
同
懸
賞
」
は
、
商
店
街
な

ど
に
お
い
て
年
末
年
始
な
ど
に
、
多

数
の
事
業
者
が
参
加
し
て
行
う
懸
賞

で
す
。

　

一
般
懸
賞
で
は
、
取
引
価
額

５
０
０
０
円
未
満
の
と
き
は
、
景
品

類
の
最
高
額
は
取
引
価
額
の
20
倍

（
取
引
価
格
５
０
０
０
円
以
上
の
時

は
10
万
円
）、
景
品
類
の
総
額
は
売

上
予
定
総
額
の
２
％
以
内
。
共
同
懸

賞
で
は
、
取
引
価
額
に
か
か
わ
ら

ず
、
景
品
類
の
最
高
額
は
30
万
円
、

景
品
類
の
総
額
は
売
上
予
定
総
額
の

３
％
以
内
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

総
付
景
品

　
一
般
消
費
者
に
対
し
、
取
引
に
附

随
し
て
懸
賞
の
方
法
に
よ
ら
ず
（
す

べ
て
の
相
手
方
に
）
景
品
類
を
提
供

す
る
方
法
を
総
付
景
品
と
い
い
ま
す
。

　
景
品
類
の
最
高
額
は
、
以
下
の
範

囲
内
で
あ
っ
て
、
正
常
な
商
習
慣
に

照
ら
し
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
限
度

内
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
す
な
わ
ち
、
取
引
価
額
１
０
０
０

円
未
満
の
と
き
は
、
景
品
類
の
最
高

額
は
２
０
０
円
、
取
引
価
額
１
０
０ 

０
円
以
上
の
と
き
は
、
取
引
価
額
の

10
分
の
２
で
す
。

　

オ
ー
プ
ン
懸
賞

　
取
引
に
附
随
し
な
い
で
新
聞
広
告

な
ど
に
よ
り
告
知
し
、
ハ
ガ
キ
な
ど

で
応
募
さ
せ
、
く
じ
の
方
法
に
よ
り

賞
品
、
賞
金
を
提
供
す
る
行
為
を

「
オ
ー
プ
ン
懸
賞
」
と
い
い
ま
す
。

　
従
来
、「
オ
ー
プ
ン
懸
賞
告
示
」に

よ
り
提
供
で
き
る
金
額
は
１
０
０
０ 

万
円
以
下
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、現
在
で
は
同
告
示
は
廃
止
さ
れ
、

金
額
の
上
限
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

特
定
業
種
に
お
け
る
景
品
の
制
限

　
新
聞
業
、
不
動
産
業
、
雑
誌
業
、

医
療
用
医
薬
品
業
・
医
療
機
器
業
及

び
衛
生
検
査
所
業
の
４
業
種
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
業
種
の
特
性
に
応

じ
た
制
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意

が
必
要
で
す
。

３　
不
当
表
示
の
規
制

　
「
不
当
表
示
」
と
は
、
虚
偽
又
は

誇
大
な
表
示
に
よ
っ
て
顧
客
を
誘
引

す
る
行
為
を
い
い
ま
す
。

　
景
表
法
は
、
一
般
消
費
者
に
誤
認

さ
れ
る
表
示
に
つ
い
て
、
次
の
３
類

型
に
分
け
て
規
制
し
て
い
ま
す
。

　
①
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
つ

い
て
の
不
当
表
示
（
優
良
誤
認
表

示
）、
②
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
取
引

条
件
に
つ
い
て
の
不
当
表
示
（
有
利

誤
認
表
示
）、
③
公
正
取
引
委
員
会

が
指
定
す
る
不
当
表
示
（
無
果
汁
の

清
涼
飲
料
水
等
の
表
示
、
原
産
国
の

表
示
な
ど
６
つ
を
指
定
）
で
す
。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

弁
護
士  

山
下
江
の

第 28回

0120-7834-09

広島弁護士会所属

山下江 検索 企業法務専門サイトあります
http://www.hiroshima-kigyo.com

◆相談料：30分 5,000円　　◆借金、離婚、相続、交通事故なども扱っています　　◆借金無料相談会、交通事故無料相談会実施中！

な や み よ まる く

予約受付：年中無休 7時～24時

相談予約専用
フリーダイヤル

携帯・PHS OK

まずはお気軽に
お電話下さい

中四国最大! 弁護士20名､相続アドバイザー3名

機動力と総合力で企業トラブルを解決します機動力と総合力で企業トラブルを解決します

□契約書　　□債権回収　 □労務問題
□知的財産　□倒産･再生　□顧問契約

所属弁護士　所長・山下江／副所長・田中伸／柴橋修／稲垣洋之
　　山口卓／笠原輔／加藤泰／片島由賀／西丸洋平／齋村美由紀
　　山本淳哲／上土井幸始／城昌志／蔦尾健太郎／山本靖子
　　松浦亮介／粟井良祐／榎本紀子／新名内沙織／久井春樹

山下江法律事務所
Y a m a s h i t a  K o  L a w  O f f i c e

〒730-0012 広島市中区上八丁堀4番27号7階　広電白島線縮景園前徒歩１分
TEL 082-223-0695　FAX 082-223-2652　アーバンビューグランドタワー隣

平成 24 年７月３日
2407 号（第三種郵便物認可） 經濟レポート
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